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後継医療機関公募にあたっての基本的な考え方 

 

１ 分院の現状 

⑴ 所在地   いわき市常磐上湯長谷町上ノ台 57 番地 

 

⑵ 土地・建物の現況 

① 土地  １９,１４０.８㎡ ※面積は測量の結果等により変動する可能性がある。 

○ 病院所有地 １１,４３５.６１㎡（病院用敷地 １０,０３７.７２㎡） 

（医師住宅用敷地１,３９７.８９㎡） 

○ 借地    ７,７０５.１９㎡ 

② 建物  １６,０７９.３㎡ 

病棟名 建設時期 階 延床面積 備 考 

管理棟 S41 SRC３階 1,373.2 ㎡  

リハビリ棟 S47 SRC５階 2,046.3 ㎡ ※S61 増築 

手術棟 S53 SRC５階 960.4 ㎡  

中央病棟 S50 SRC６階 6,068.8 ㎡  

北病棟 S62 SRC６階 RF 5,630.6 ㎡  

 

⑶ 許可病床   ３０５床 

○ 一般病床   １７５床…平成２１年２月より稼働病床数１１４床 

○ 療養病床    ６０床…平成１９年２月より休床中 

○ 精神病床    ７０床 

 

⑷ 診療科   １６診療科 

内科、精神科、神経科、呼吸器科、消化器科、循環器科、小児科、外科、整形

外科、形成外科、皮膚泌尿器科、産婦人科、眼科、リハビリテーション科、放射

線科、麻酔科 

※ ゴシック体表記は、常勤医師がいる診療科。「下線」は、非常勤医師で対応

している診療科。（平成 21 年４月１日現在） 
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⑸ 主な指定の状況 

① 保険医療機関としての指定 

○ 保険指定医療機関 

○ 労災保険指定医療機関 

○ 特定疾患治療指定医療機関 

○ 更生医療指定病院 

○ 育成医療指定病院  等 

② 学会指定等 

○ 日本消化器病学会認定施設 

○ 日本消化器内視鏡学会認定指導施設 

○ 日本外科学会外科専門医制度関連施設  等 

③ その他 

○ 救急告示病院 

○ マンモグラフィ検診施設画像認定 

○ 温泉を活用したリハビリテーションの実施 

○ ドック室（４室）  等 
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２ 市立病院再編の考え方 

○ 本市の病院事業が直面している大変厳しい状況を打開し、将来にわたり市民の

皆様に安全・安心の医療を安定的に提供していくため、『選択と集中』の観点に

立って、「分院の診療機能を本院に統合する（市立病院の再編）」ことを基本に、

「１市１病院１施設」の早期実現（平成 22 年４月）を目指す。 

○ 統合後の分院は、市内の救急医療の約１割を担っているという現状を踏まえ、

市内の医療提供体制に急激な影響を及ぼすことがないよう、救急医療（二次救急）

の機能継続を前提に、市内の医療法人等に引き継ぐことを基本とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１市１病院１施設としての機能の集約

総合磐城共立病院（本院）

■高度医療

■政策医療

■急性期医療

　　※本院の役割・機能を補完

常磐病院（分院）

■救急医療（２次救急）

■リハビリテーション医療

■精神医療
　　(合併症の患者への医療提供）

　
後継医療機関

■救急医療（２次救急）

市立病院(総合磐城共立病院）

■高度医療

■政策医療

■急性期医療

■リハビリテーション医療

■精神医療
　　(合併症の患者への医療提供）

役割分担と緊密な連携

選択と集中

機能の整理
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３ 公募にあたっての基本的な考え方（たたき台） 

 

⑴ 引継時期 

平成２２年４月を目途とする。 

（後継医療機関選定委員会開催スケジュールは、別紙のとおり） 

 

⑵ 引継機関 

市内の医療法人等に引き継ぐことを基本とする。 

（例として、市内に施設等を有する医療法人、社団法人、財団法人など） 

 

⑶ 公募及び選定方法 

『公募型プロポーザル方式』で実施したい。 

※ 応募者から、公募の条件等を踏まえた提案書の提出を受け、これを基に、

選定委員会において審査・評価し、選定するものです。 

 

⑷ 基本的な要件 

① 常磐地区において継続的な医療の確保が可能であること 

② 地域医療の崩壊を招かないよう配慮すること 

（地域の医療機関からの医療スタッフ引抜きの防止策など） 

③ ２次救急への対応（病院群輪番制への取組み）が可能であること 

④ 地域医療機関との緊密な連携及び協力体制の構築が可能であること 

⑤ 受療希望患者の引継ぎが可能であること 

⑥ 再就職希望者への対応が可能であること 

 

⑸ 引き継ぐ施設等の概要 

① 土地及び建物 

・ 現状のまま引き継ぐことを基本とする。 

・ 譲渡価格は、不動産鑑定評価額（現在実施中）を基本とする。 

② 医療機器等 

・ 高額な備品については、帳簿価額を基本とする。 

③ 病床数（許可病床） 

 ・ 235 床（一般病床 175 床、療養病床 60 床） 

 


